
 

 

  

 

 

 

 

 

高岡市内の中小企業者等が、新分野開拓、販路拡大を目指して開発した新商品を募集し

ます。高岡市では、これらの商品を「高岡市チャレンジ新商品」として認定し、市の機関

等で使途が見込まれる場合には随意契約で購入し、市内企業の商品を地元で活用すること

で、販路開拓を支援するとともに、商品のＰＲを積極的に行います。 

 

１ 対象となる商品 

① 高岡イノベーション推進事業補助金、高岡市未来につなぐチャレンジ事業補助金、高岡

市新分野開拓チャレンジ補助金の採択を受け商品化された商品 

② 高岡産業文化奨励事業の採択を受け、商品化された商品 

③ 富山県トライアル発注商品の認定を受けている商品 

※申請時において、商品化後概ね３年以内の商品が対象です。 

 

２ 認定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 認定申請書を高岡市までご提出ください。募集時期がございますので、ご注意ください。 

② 高岡市において審査し、認定します。 

（新規性と商品がもたらす効果、生産体制の確認等について審査が必要となります。） 

③ 認定商品は、認定から５年間、市の機関において、随意契約で高岡市が優先的に購入

できるようになります。 

・認定事業者及び認定商品は、市において発注見通しを調査後、公表します。 

・購入契約前に契約内容を、購入後には契約相手方、金額等を公表します。 

提出書類、手続き等につきましては、下記担当までお問い合わせください。 

 

◆商品の地産池消を！～地元企業の商品を地元で活用して魅力を発信～ 

 

高岡市内の 

中小企業者等 

 

高岡市 

【募集・認定】 

【問合せ先】〒933-8601 高岡市広小路 7番 50号 

高岡市産業企画課 新産業創出支援係 

電話：0766-20-1395 

① 認定申請書を提出 

② 審査・認定 

③ 随意契約で発注 

高岡市 

◆新商品の販路開拓に！～市の機関等で活用しながら商品ＰＲを～ 市内事業者 

（認定期間：５年間） 

挑戦する企業を応援！ 

特色ある新商品で新しい一歩を！ 


